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人口と世帯数
　　　　　　平成30年4 月１日現在

人　口
　男
　女
世帯数

　　　　　　　　（　）内は前月との比較

112,537 人（− 99）
　 55,818 人（− 15）

56,719 人（− 84）
47,105 世帯（＋ 127）

対象　
▶すくすく教室　平成28年４月２日〜同30年４

月１日に生まれた乳幼児と保護者　
▶のびのび教室　平成26年４月２日〜同28年４

月１日に生まれた幼児と保護者
開催期間　６月〜平成31年３月（毎月1回・全10 回）

　いずれも 10：00 〜 11：30（中地区公民館は９：

45 〜 11：15）

内容　ふれあい遊び、リズム遊び、子どもの健康を
考える、自然と遊ぶ、絵本の読み聞かせ　など

定員　下表のとおり（申込者多数の場合は抽選）

受講料　2,800 円（全 10 回分　教材費を含む。同一

教室に子どもが２人の場合は 3,800 円。初回にお支払

いいただきます）※鳥居本地区公民館は、前期（５

回）と後期（５回）の２期に分けて募集するため、

1,400 円（子どもが２人の場合は 1,900 円）

申込期間　５月1日㈫〜同11日㈮（必着）

申込方法　はがきまたは彦根市ホームページの電
子申請で、①郵便番号②住所③電話番号④受講
する保護者氏名（ふりがな）⑤子どもの氏名（ふ

りがな）⑥子どもの生年月日⑦性別⑧希望する会
場⑨教室名（「すくすく教室」または「のびのび教室」）

を記入して申し込んでください。受講決定通知
を 5 月末日までに送付します。

　※申込は１組１会場に限ります。電子申請から
　の申込には、受付完了の返信をします。

申込・問い合わせ先　 子ども・若者課（〒 522-

0041　 平 田 町 670） ☎ 49-2251、FAX26-
1768

すくすく教室・のびのび教室
  受講者を募集します

子育て中のお母さん、お父さんが地域の教室に参加して、子
どもと遊びながら子育てを学んだり、いろいろな子育ての話を
聞いたりする場です ( 会場によって開催日、内容が異なります。申込
時に確認してください )。

会場名

東地区公民館（大東町）
旭森地区公民館（正法寺町）
西地区公民館（本町一丁目）
中地区公民館（大藪町）

南地区公民館（甘呂町）

河瀬地区公民館（森堂町）
高宮地域文化センター（高宮町）
鳥居本地区公民館（鳥居本町）
稲枝地区公民館（本庄町）

すくすく教室　
開催日（定員）

第３木曜日（25組）
第２木曜日（25組）
第１木曜日（25組）
第１水曜日（25組）

第１金曜日０歳児（平成29年４月２日～同30年４月１日生）
第2金曜日１歳児（平成28年４月２日～同29年４月１日生）

（各20組）
第２木曜日（20組）
第1金曜日（25組）

第２水曜日（25組）

のびのび教室　
開催日（定員）

第１金曜日（15組）
第１木曜日（15組）
第４木曜日（15組）
第３水曜日（15組）

第３金曜日（15組）

第４木曜日（15組）
第2金曜日（15組）

第４水曜日（15組）
第２金曜日（15組）
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